
誓 約 書 
 

    令和 ７ 年   月    日  

 

 松田町長  殿 

 
 

令和 ８年 ４月 １日から 松田町学童保育室に入室するにあたり、 以下のことについて

誓約します。 

 

☑ １．「松田町学童保育に関する条例」及び「松田町学童保育に関する条例施行規則」を

遵守します。 

☑ ２．松田町及び学童保育指導員の指示に従います。 

☑ ３．児童に関する問題等が発生した場合には、その解決に向け、保護者の責任として誠

意ある対応をします。 

☑ ４．松田町が加入する保険等で対応が不能な事案や、児童に起因する事故や病気等につ

いては、当方で一切の責任を負います。 

☑ ５．学童保育の運営や集団生活に支障を及ぼした場合や、学童保育保護者負担金の滞納

が続いた場合は、学童保育の利用許可を取り消されることに同意します。 

  ❖≪児童または保護者が、運営や集団生活に支障を及ぼした場合とは≫ 

☑ ①学童保育指導員の指示に従わない 

☑ ②学童保育指導員や他の児童へのいじめや暴力・迷惑行為を行った 

☑ ③日常的に学童保育指導員による個別対応が必要である 

☑ ④毎月の出欠予定を期限までに報告しない状況が続いた 

☑ ⑤入室日数が１か月で４日以下の月が２か月連続した（長期休業中利用者を除く） 

☑ ⑥故意ではない場合でも、施設や備品等を破壊した（費用は全額保護者負担）  

 

 

              住 所  松田町松田惣領２０３７      

              保護者名   松 田  太 郎         

              児 童 名   松 田  一 男         

                     松 田  町 子        
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